
職員団体(全労働省労働組合秋田支部)交渉議事概要 

 

 

 秋田労働局長(当局)は、令和３年７月 16 日午後６時から全労働省労働組合秋田支部執行委員

長(全労働秋田支部)と交渉を行いました。 

 交渉の概要は、以下のとおりです。 

 

【全労働】 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う職員・非常勤職員への感染防止及び職場体制の確保に

万全を期していただいきたい。 

 

２ 賃金の改善等について 

  公務員賃金を職員の生活と労働の実態に相応しい水準に改善するとともに、諸手当の支給額、

支給対象を見直し改善をお願いしたい。 

 

３ 労働行政体制の拡充について 

労働行政の役割に相応しい体制確立のため労働行政職員の増員をお願いしたい。特に、体制

が脆弱な雇用環境・均等行政においては職員を大幅に増員していただきたい。また、法令や制

度に切り込む業務の簡素・合理化を推進していただきたい。 

 

４ 都道府県労働局の人事制度について 

  労働行政各分野の専門性向上を図るとともに、転居に伴う負担を考慮し、現行の異動ルール

の見直しをお願いしたい。 

  技官の採用停止により安全衛生業務の専門性継承が困難になっていることから、技官の採用

を再開願いたい。 

 

５ 超過勤務の上限規制について 

  超過勤務の実態を客観的に把握し、業務のマネジメントにより超過勤務縮減対策を講ずると

ともに、必要な予算を確保し、実際に行われた超過勤務に対する手当を完全に支給していただ

きたい。 

 

６ 労働条件、職場環境の改善について 

  狭あい・老朽化した庁舎と労働局分庁舎の解消を図り、文書保管や休憩に十分なスペースを

確保していただきたい。実効ある各種ハラスメント・メンタルヘルス対策を講じていただきた

い。 

７ 昇格改善について 

  労働行政の職務評価を引き上げ、昇格運用の抜本的改善をお願いしたい。 

 

８ 寒冷地手当他について 

  現在支給対象外となっている男鹿市及び由利本荘市も、県内他地域と冬季間の費用負担が生

じていることから寒冷地手当を支給するようにしていただきたい。 



  各分会からも独自の要求が出されていると思うので、その実現をお願いしたい。 

 

【当局】 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 窓口へのアクリル板設置やマスク・消毒液を配付してきたところであるが、消耗品は迅速に

補充し、対策が継続的に講じられるよう努めてまいりたい。来庁によらない利用も呼びかけて

いるところであるが、労働行政は対面での対応を求められることも多く、貴支部や各分会の意

見もうかがいながら感染防止対策の不断の見直しを行い、より効果的な対策を講じてまいりた

い。ワクチン接種については、具体的な情報が入れば共有するとともに貴支部にも意見を求め

ることとしたい。 

 

２ 賃金の改善等について 

  労働に相応しい賃金を求めるのは労働者として当然の要求であり、要求の趣旨を上申したと

ころであるが、関係機関へも改善の必要性を訴えてまいりたい。 

 

３ 労働行政体制の拡充について 

 現状は十分とは言い難いものと認識しており、厚生労働省としても必要十分な定員の確保に

省を挙げて取り組むと聞いており、要求の趣旨を上申したところである。また、ところである

が、安全衛生業務の担い手をいわゆるから育成するとしても、秋田労働局の技官は最も若い者

でも既に 30 代半ばに達しており、対応を急ぐ必要があると考え、要求の趣旨を上申したとこ

ろである。労働行政体制の拡充については、関係機関への訴えも継続してまいりたい。 

行政事務の簡素・合理化については、要望事項の提案を随時受け付け、局内で実施可能なも

のについては速やかに実施することとしている。組合員のみなさまからも要望事項の積極的な

提案をお願いしたい。 

 

４ 都道府県労働局の人事制度について 

  制度的な要求が多く上申したところである。 

職員の配置や異動については、職員の専門性向上やキャリア形成はもちろん考慮するが、そ

れと併せ、職員それぞれの家庭責任・事情にも配慮してまいりたい。 

定期異動については今後も発令１か月以上前の内示を堅持してまいりたい。 

なお、貴支部から技官の採用再開について重ねて要求があったところであるが、安全衛生業

務はＢ監(労働基準監督官Ｂの試験区分からの採用者)に担わせていくこととされているもの

の、秋田労働局の状況や採用試験への応募者数などを考えれば見通しは不透明と言わざるを得

ないものと認識している。秋田労働局においては最も若い技官でも 30 代半ばに達しており、

安全衛生業務の専門性を確実に継承していく点からも、要求の趣旨を別途上申したところであ

る。 

 

５ 超過勤務の上限規制について 

  政府全体として厳格で適正な勤務時間管理が求められているところである。客観的に把握す

るシステムの完成までは時間を要するようであるが、可能な限り実際に行われた超過勤務を把

握してその分の超過勤務手当を支給し、その上で縮減に向けた対策を講じ、特定の職員や部署

に負担をかけることのないよう知恵を絞ってまいりたい。当然のことながら、行われた超過勤



務への手当を支給するための予算確保にも努めてまいりたい。 

 

６ 労働条件の改善等について 

  庁舎が狭あいなため、休憩室や文書保管スペースが不足しているとの声は聴いているが、全

国的にはさらに古い庁舎もあることから、当面は来庁者の安全確保等の観点から優先順位をつ

けて本省へ予算要求を重ねてまいりたい。同時に貴支部などと意見交換しながら、現庁舎の有

効活用を図っていくこととしたい。 

職場の健康・安全確保対策の中でも、特にこれからは熱中症対策として職場環境の整備が求

められる時期であり、感染予防対策としての換気にも留意しながら冷房を適切に使用するなど

各管理者に柔軟な対応を促してまいりたい。 

 

７ 昇格改善について 

  昇格は職務の評価の引き上げであり、社会的評価の向上と考えているが、複雑・困難で広範

な業務に丁寧に対応することで労働行政の評価を高めている職員に対し、職務評価を高めてい

くのは当然と考え、要求の趣旨を上申したところである。 

 

８ 寒冷地手当他について 

  冬季の費用負担は御指摘のとおりと考えている。寒冷地手当については貴支部だけでなく両

市に所在する３分会からも同様の要求があったと上申を受けており、極めて重要な要求として

本省へ伝えたほか、今年度においても人事院東北事務局長への要請を行うこととしているとこ

ろである。 

  また、複数の分会からモバイル端末による Web 会議の開催時に通信が途絶するとのことから

通信の増強について要求があったと上申を受けており、多くの会議が Web を通じて行われるよ

うになっている現状から早急な対応が必要と考え、要求の趣旨を上申したところである。 

 

【全労働】 

  ・各分会独自の要求の中でも、予算措置で対応できるものは本省への要求を重ねて措置して

いただきたい。 

  ・新規採用職員に係る通勤手当算出について分会から独自要求が出されていると聞いている。 

丁寧な説明をお願いしたい。 

  ・庁費支弁非常勤職員の配置について要求が出ている。対応は労働基準部だとすれば要求の 

趣旨を伝えてほしい。 

 

【当局】 

   今回から、分会の要求書を受け取ったら分会独自要求の有無と有の場合は要求内容を速や

かに所属長から総務企画官へ提供いただくことにした。それをもとに局内での措置の可否等

を検討し、その結果を要求書提出から 10 日後を目途に各所属長へ連絡したところである。

このため、分会独自要求の多くの項目については予算要求の状況や進捗状況について本日の

回答の中で触れることができるようにしているところである。 

   横手監督署分会からの独自要求では、高速道路を利用した場合の通勤手当の特例を新規採

用者にも認めてほしいというものであった。これについては人事院東北事務局長への要請文

の中に項目を設けることで現在調整中である。 


